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    ▼在宅医療に必要な連携を担う拠点 

     ・各圏域の保健所、市町及び医師会は、多職種協働による包括的かつ継続的な在宅医療の

提供体制の構築に係る拠点として、在宅医療に関する人材育成、地域住民への普及啓発、

災害時及び災害に備えた体制構築への支援等に取り組みます。 

 

⑤数値目標 

〔整備目標の考え方〕 

愛媛県地域医療構想では、病床の機能分化・連携の推進により、慢性期機能から介護施

設・在宅医療等への転換に伴う新たな追加的需要を見込んでいます。この追加的需要につ

いては、在宅医療や外来診療の医療分野と、介護分野で受け入れることとされています。

医療分野と介護分野がそれぞれ受入れる追加的需要を地域での協議により決め、これを踏

まえた上で、本計画における在宅医療の整備目標と第９期介護保険事業（支援）計画にお

けるサービスの見込み量を整合的に設定することとしています。 

 

 

○追加的需要の範囲 

追加的需要は、以下に示す３つから構成され、厚生労働省から提供された数値を用い

て推計することとされています。また、整備目標を設定する令和８年度と基準病床数を

算定する令和 11年度の推計値は、平成 30年度から令和７年度までの８年間（宇摩、新

居浜・西条、今治、八幡浜・大洲圏域については令和 12年度までの 13年間）、毎年度同

じ量ずつ増加するものと仮定して、推計することとされています。 

［Ｃ３未満］ 

一般病床の入院患者のうち、医療資源投入量が 175点未満の医療需要 

［医療区分１ 70％］ 

療養病床の入院患者のうち、医療の必要性が低い医療区分１の 70％の医療需要 

［地域差解消分］ 

療養病床の医療需要のうち、構想区域ごとの入院受療率と全国最小値との差を一定

程度、解消することにより在宅医療等で対応が必要となる医療需要 

 

本計画及び第９期介護保険事業（支援）計画における追加的需要への対応については、

次のとおりとします。 

       ①〔Ｃ３未満〕は、外来医療で対応することとします。 

②介護保険施設等の追加的需要は、第９期介護保険事業（支援）計画において対応す

ることとします。 

③上記①②を除いた追加的需要（Ａ）について、在宅医療で対応することとします。 
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                             （厚生労働省資料一部改変） 
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在宅医療で対応する追加的需要（Ａ）に、足下の訪問診療患者の受療率から推計した在

宅医療の需要（Ｂ）を合算した値が、令和８年度末に対応すべき在宅医療の需要となり、

これを踏まえ、整備目標を設定しています。 

（人/日） 

 宇摩 
新居浜 

・西条 
今治 松山 

八幡浜 

・大洲 
宇和島 計 

令和８年度末に在宅医療で対応

する追加的需要（Ａ） 
16 33 32 70 17 11 179 

足下の訪問診療患者の受療率か

ら推計した令和８年度末の在宅

医療の需要（Ｂ） 

225 1,672 690 7,406 1,433 863 12,290 

令和８年度末に対応すべき在宅

医療の需要（Ａ）＋（Ｂ） 
241 1,705 722 7,477 1,450 874 12,469 
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【目的の数値目標】 

指標名 出典 集計単位 
基準値 目標値 

 時点  時点 

訪問診療を受けた患者

数：人口 10万人あたり 
NDB 

県 9,298 

R3年 

基準値比 108.5%以上 

R8年 

宇摩 4,013 基準値比 108.5%以上 

新居浜・西条 6,373 基準値比 109.1%以上 

今治 4,298 基準値比 106.9%以上 

松山 11,593 基準値比 112.7%以上 

八幡浜・大洲 11,865 基準値比 101.0%以上 

宇和島 10,329 基準値比 101.6%以上 

往診を受けた患者数：
人口 10万人あたり 

NDB 

県 1,741 

R3年 

基準値比 108.5%以上 

R8年 

宇摩 824 基準値比 108.5%以上 

新居浜・西条 995 基準値比 109.1%以上 

今治 941 基準値比 106.9%以上 

松山 2,245 基準値比 112.7%以上 

八幡浜・大洲 2,492 基準値比 101.0%以上 

宇和島 1,300 基準値比 101.6%以上 

訪問看護利用者数（精
神以外）レセプト件数 
：人口 10万人あたり 

NDB 

県 118 

R3年 

基準値比 108.5%以上 

R8年 

宇摩 59 基準値比 108.5%以上 

新居浜・西条 140 基準値比 109.1%以上 

今治 85 基準値比 106.9%以上 

松山 110 基準値比 112.7%以上 

八幡浜・大洲 208 基準値比 101.0%以上 

宇和島 102 基準値比 101.6%以上 

訪問看護利用者数（介
護 DB）延べレセプト件

数：人口 10万人あたり 

介護 DB 

県 10,389 

R3年 

基準値比 108.5%以上 

R8年 

宇摩 5,545 基準値比 108.5%以上 

新居浜・西条 6,998 基準値比 109.1%以上 

今治 3,714 基準値比 106.9%以上 

松山 14,156 基準値比 112.7%以上 

八幡浜・大洲 7,809 基準値比 101.0%以上 

宇和島 12,366 基準値比 101.6%以上 

在宅ターミナルケアを
受けた患者数：人口 10
万人あたり 

NDB 

県 148 

R3年 

基準値比 108.5%以上 

R8年 

宇摩 60 基準値比 108.5%以上 

新居浜・西条 91 基準値比 109.1%以上 

今治 72 基準値比 106.9%以上 

松山 209 基準値比 112.7%以上 

八幡浜・大洲 159 基準値比 101.0%以上 

宇和島 74 基準値比 101.6%以上 

看取り数：人口 10万人
あたり 

NDB 

県 223 

R3年 

基準値比 108.5%以上 

R8年 

宇摩 130 基準値比 108.5%以上 

新居浜・西条 127 基準値比 109.1%以上 

今治 131 基準値比 106.9%以上 

松山 281 基準値比 112.7%以上 

八幡浜・大洲 285 基準値比 101.0%以上 

宇和島 216 基準値比 101.6%以上 

【目標設定の考え方】各圏域における訪問診療の患者数の増加見通しに応じて設定 

※令和２年度から７年度、7年度から 12年度末にわたって、毎年度同じ量ずつ増加するものと仮定して、比例的に推計 
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〔整備目標〕 

指標名 出典 集計単位 
基準値 目標値 

 時点  時点 

退院支援を実施してい
る診療所・病院数 

NDB 

宇摩 4 

R3年 現状以上 R8年 

新居浜・西条 10 

今治 6 

松山 26 

八幡浜・大洲 3 

宇和島 5 

訪問診療を実施してい

る診療所数・病院数 
NDB 

宇摩 17 

R3年 現状以上 R8年 

新居浜・西条 44 

今治 41 

松山 166 

八幡浜・大洲 48 

宇和島 34 

訪問薬剤管理指導を実

施する薬局数 
NDB 

宇摩 5 

R2年 現状以上 R8年 

新居浜・西条 18 

今治 7 

松山 56 

八幡浜・大洲 7 

宇和島 * 

歯科訪問診療を実施し

ている診療所・病院数 
NDB 

宇摩 25 

R3年 現状以上 R8年 

新居浜・西条 52 

今治 40 

松山 157 

八幡浜・大洲 31 

宇和島 33 

往診を実施している診

療所・病院数 
NDB 

宇摩 25 

R3年 現状以上 R8年 

新居浜・西条 66 

今治 57 

松山 233 

八幡浜・大洲 79 

宇和島 52 

24時間対応体制加算の

届出をしている訪問看

護ステーション数 

介護サービス施

設・事業所調査 

宇摩 8 

R3年 

10月 
現状以上 R8年度 

新居浜・西条 21 

今治 8 

松山 88 

八幡浜・大洲 15 

宇和島 12 

機能強化型訪問看護管

理療養費の届出をして

いる訪問看護ステーシ

ョン数 

訪問看護療養費に

係る訪問看護ステ

ーションの基準 

宇摩 1 

R3年 

3月 
現状以上 R8年度 

新居浜・西条 0 

今治 1 

松山 5 

八幡浜・大洲 0 

宇和島 0 

在宅看取り（ターミナ

ルケア）を実施してい

る診療所・病院数 

NDB 

宇摩 7 

R3年 現状以上 R8年 

新居浜・西条 22 

今治 13 

松山 98 

八幡浜・大洲 26 

宇和島 14 

【目標設定の考え方】「目的の数値目標」に応じ、医療機関等の増加を目指すとともに、既に取り組んでいる医療機関等の強化も含めて対応 

※表中の基準値「*」は、0を超え 3未満の数値を秘匿処理したもの 

 

 

 


